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「指定介護予防短期入所生活介護」重要事項説明書 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（兵庫県指定 第 2871500530 号） 

当事業所はご契約者に対して介護予防短期入所生活介護のサービスを提供します。

事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のと

おり説明します。 

 

 

１．事業所経営法人 

(１)法人名 社会福祉法人ひょうご聴覚障害者福祉事業協会 

(２)法人所在地 兵庫県洲本市中川原町中川原字東山 28 番地 1 

(３)電話番号 ０７９９－２５－８５５０ 

   FAX ０７９９－２５－８５５１ 

(４)代表者氏名 理事長 小林 泉 

(５)設立年月日 平成１６年 ９月 １７日 

(６)ホームページ       http://hyoufuku.main.jp/ 

(７)E-mail           info@hyoufuku.main.jp 

(８)法人が行う他の事業  介護老人福祉施設、短期入所生活介護、 

聴覚障害者情報提供施設、就労継続支援 B 型事業、 

通所介護支援事業、計画相談支援事業、地域法人協働事業、 

居宅介護支援事業、生活介護、共同生活援助、 

放課後等デイサービス、生きがいデイサービス 

 

 

２．ご利用事業所 

 （１）施設の種類   指定介護予防短期入所生活介護 

2006 年（平成 18 年）４月１日指定 

                   兵庫県第 2871500530 号 

               ※当事業所は特別養護老人ホーム淡路ふくろうの郷（介護老人福祉施設） 

               に併設しております。 

 （２）施設の目的    指定短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護は、 介護保険法

令に従い要介護状態にあるご契約者（利用者）が、その有する能力に応じ

可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的

として、適正な短期入所生活介護サービスを提供します。 

 （３）施設の名称 特別養護老人ホーム 淡路ふくろうの郷 

 （４）施設の所在地 兵庫県洲本市中川原町中川原字東山 28 番地 1 
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 （５）電話番号 ０７９９－２５－８５５０ 

     FAX ０７９９－２５－８５５１ 

 （６）施設長（管理者）氏名 狭間 孝 

 （７）当施設の運営方針（基本的理念・サービスの質向上のための方針） 

① 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護、その

他の日常生活のお世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに

利用者の家族の身体及び精神的負担の軽減を図ります。 

② ご契約者（利用者）が施設の主人公です。施設は利用者の意思及び人格を尊重し、常に

その者の立場に立ってサービスを提供します。 

③ 一人一人が、自分にとっても社会的にも意味ある存在です。社会的役割をもち、人として

の生きる喜びと、明日への希望を描ける暮らしを目指します。そして、高齢者介護と生涯発

達支援や社会的参加を重ね合わせ生活全般への支援を契約者と共に創造していきます。 

④ 施設は地域の方々にとっても福祉の拠り所です。広く地域や家族との交流に努め、市町村、

地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サ

ービスまたは福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めます。 

 （８）開設年月日   ２００６年（平成１８年） ４月 １日 

 （９）施設の構造   鉄骨鉄筋コンクリート造  地上２階  床面積 ３８２７．６５平方メートル 

 （１０）利用定員     10 名（ユニット型）  

※短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、障害福祉短期入所 

生活介護の合計 

※施設は、定員を遵守します。ただし、災害その他やむを得ない事情がある

場合はこの限りではありません。 

 

 

３．事業利用対象者 

 当施設を利用できるのは、原則として介護保険制度における要介護認定の結果、「要支援」または

「要介護」と認定され、ケアマネージャー等により計画的に居宅サービスを利用されている方を対象

としています。 

 施設は、サービスを提供する際に、ご契約者の被保険者証等によって、被保険者資格、要介護認

定の有無及びその有効期間を確認します。被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、

その意見に配慮してサービスを提供するよう努めます。 

 ご利用前に、インフルエンザやコロナ等の抗原検査等をお願いする場合があります。このような場

合には、これにご協力くださいますようお願いいたします。 

 

 

４．居室の概要 

 当施設は下記の居室、設備をご用意しています。 

居室 
全室個室 

当事業では、本体施設として介護老人福祉施設の設備と共用する形でご用意し
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ています。利用される居室は、原則としてこちらが手配する居室を利用していただ

くことになります。 

部屋数 １０室 

そ の 他 の 設

備 

施設は、居室の他に食堂、浴室、洗面所及びトイレ、機能訓練室、医務室、その

他法令に定められている設備等を調えています。 

 

 

５．職員の職種・業務及び人員体制 

 施設に次の職員をおき、職務内容は次のとおりとします。 

施設長 

（管理者） 

１名 

（常勤・兼務） 

理事会の決定する方針に従い、従業者の

管理、業務の実施状況の把握、その他施

設の運営管理を統括します。 

医師 
１名以上 

（嘱託１名） 

入居者の診察、健康管理及び療養上の指

導を行います。 

生活相談員 
１名以上 

（常勤１名・兼務１名） 

関係職員と連携し、利用者の生活相談、

生活援助を行います。 

介護職員 

（生活援助員） 

４名以上 

（常勤６名・非常勤１名） 

入居者の生活全般にわたる介護業務を行

います。 

看護職員 

１名以上 

（常勤３名・非常勤２名） 

医師の指示による入居者の健康管理、疾

病の早期発見、予防等健康保持のための

措置を講じます。 

管理栄養士・栄養士 
１名以上 

（常勤１名・兼務１名） 

食事の献立作成、栄養計算、入居者への

栄養相談を行います。 

機能訓練指導員 

１名以上 

（常勤１名・非常勤１名） 

日常生活を営むのに必要な機能を改善

し、その減退を防止するための訓練を行

います。 

介護支援専門員 
１名以上 

（常勤１名） 

入居者の施設サービス計画の作成、ケア

マネジメント関連業務を行います。 

障害者生活支援員 

２名以上 

（常勤２名） 

日常生活におけるコミュニケーションに支

障があると認められる言語機能障害を有

する入居者を支援します。 

調理員 
定めなし 

（常勤４名・非常勤２名） 

入居者への食事の提供を行います。 

事務員 
定めなし 

（常勤３名・非常勤２名） 

施設の運営にかかる事務業務を行いま

す。 

管理宿直員 
定めなし 

（非常勤２名） 

夜間の施設点検等を行います。 
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職種 勤務体制 

医師 月４回 １３：００～１５：００ 

介護職員 早出  ６：３０～１５：３０ 

日勤  ８：３０～１７：３０ 

遅出  １１：００～２０：００ 

夜勤  １６：４５～８：４５ 

看護職員 日勤  ８：３０～１７：３０ 

機能訓練指導員 日勤  ８：３０～１７：３０ 

生活相談員・その他の職員 日勤  ８：３０～１７：３０ 

上記以外にもパート職員など必要に応じ短時間勤務の職員を配置しています。 

 

   特別養護老人ホームおよびショートステイを合わせて定員７０名に対する介護・看護職員の職

員体制は、常勤換算で２４名以上とします。厚生労働省が定める人員配置基準（入居者：介護・

看護職員 ３：１）とします。 

 

 

６．当施設が提供するサービスの内容 

当施設では、居宅サービス計画に沿って、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。また

居宅サービス計画が作成されるまでの期間もご契約者の希望、状態に応じて適切なサービスを提

供します。 

送迎 
ご自宅と事業所間の送迎を実施します。日程によっては実施できずご家族に送

迎をお願いする場合があります。 

食事の提供と 

栄養管理 

栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状

況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

食事の提供時間 

 朝食 ７：３０  昼食 １１：３０  夕食 １７：３０ 

ただし、利用者の状態及び食中毒予防に配慮の上、他の時間帯の食事も可能

です。 

ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則と

しています。 

入浴 
入浴または清拭を週２回行います。 

寝たきりの方も状態に応じて機械浴を使用して週２回入浴することができます。 

介護 
居宅サービス計画に沿って、食事、着替え、排泄などの介助、おむつ交換、体位

変換、シーツ交換、施設内の移動の付き添いなど必要な介護を行います。 

機能訓練 
機能訓練指導員がご契約者の心身の状況に応じて日常生活を送るために必要

な機能の維持回復またはその減退を防ぐ訓練を実施します。 

健康管理 
常に入居者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切なケ

アを行います。 
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相談及び援助 

入居者の心身の状況や置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又は

その家族の相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行いま

す。 

衛生管理等 

入居者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な

管理に努めます。また、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療

用具の管理を適切に行います。 

施設は、感染症及び食中毒の予防、まん延を防ぐために次のことを行います。 

①施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会を最低３ヶ月に１回開催し、その結果の周知徹底を図ります。 

②施設のおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

③職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期

的及び新規採用時に実施し、その内容について記録します。 

その他 

事業所及び職員は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対

して特定の事業者によるサービスを利用させることに対償として、金品その他の

財産上の利益の供与はしません。 

 

 

７．利用料とその他費用の額 

利用料は別紙に記載する①介護保険自己負担額、②居住費、③食費、④その他の利用料金（利

用料金の全額を利用者が負担する場合）の合計とします。 

 

 

８．利用料金のお支払い方法 

料金及びご請求 

契約書第７条１、２の料金・費用は１ヶ月ごとに計算し、請求書と明細書を付して

翌月の２０日（日祝日の場合は前後あり）までにご契約者に通知します。（１ヶ月

に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した

金額とします。） 

お支払方法 

●現金による窓口でのお支払い 

 窓口：特別養護老人ホーム淡路ふくろうの郷 

 住所：兵庫県洲本市中川原町中川原字東山２８番地１ 

 受付時間：９：００～１７：００ 

 電話番号：０７９９－２４－８５５０／FAX：０７９９－２５－８５５１ 

●郵便振込用紙によるお振込み 

 請求書発送時に「払込取扱票」を同封いたしますので、お近くの郵便局よりお

振込みによりお支払いください。 

 なお、お振込みに係る手数料はご利用者に負担していただきます。 

 

 

 



 6

９．施設利用の留意事項 

  当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安

全性を確保するために、下記の事項をお守り下さい。 

（１）日常生活においては、ルールを守り職員との信頼関係を築き心身の安定を図るよう努めるこ

と。 

（２）他の入居者に迷惑をかけず、互いの融和を図るよう努めること。 

（３）設備及び居室の清潔、整頓その他環境衛生の保持に協力するとともに、身の回りを整え、身

体及び衣類の清潔に努めること。 

（４）建物、備品及び貸与物品は大切に取り扱うよう努めること。 

  故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚

したりした場合には、ご契約者の自己負担で現状に復していただくか、または相当の代価をお

支払いいただく場合があります。 

（５）火災予防上、次の点については特に注意を払い、火災防止に協力すること。 

  ア 施設内禁煙に協力すること。 

  イ 発火の恐れのある物品は施設内に持ち込まないこと。 

  ウ 火災防止上、危険を感じた場合は、直ちに職員へ連絡すること。 

（６）飲酒は、施設長が定めた時間と場所で行うこと。 

（７）施設内は禁煙です。 

（８）入居者及びその家族等は、下記の禁止行為を行わないこと。 

  ア 職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為） 

     例：物を投げつける／蹴る／叩く／唾を吐く 等 

  イ 職員に対する精神的暴力（個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめ

たりする 

行為）  

例：大声で威嚇する／特定の職員に嫌がらせする／「この程度できて当然」と理不尽なサ

ービスを 

要求する 等 

    ウ 職員に対するセクシュアルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求

等の性的 

嫌がらせ行為） 

      例：必要もなく手や腕を触る／抱きしめる／あからさまに性的な話をする 等 

  （９）施設側に無断で、他の入居者や職員の写真又は動画の撮影、会話等を録音しないこと。 

 

 （利用の中止、変更、追加） 

  ●利用予定日の前に、契約者の都合によりサービスの利用を中止または変更、もしくは新たな

サービスの利用を追加することができます。この場合、利用予定日の前日までに事業者に申

し出てください。 

  ●利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、食
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材費実費分の料金をお支払いいただきます。 

  ●サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する

期間にサービスが提供できない場合、他の利用可能期間または日時を契約者に提示して相

談します。 

（訪問） 

訪問時間   １４：３０～１６：３０ 

   ＊来訪者は、必ずその都度事前に職員へ届け出てください。 

＊なお、来訪された場合、訪問名簿にご記入下さい。 

＊面会場所は職員の指定した場所で行ってください。 

（外出） 

    外出をされる場合は、事前に施設長へお申し出下さい。 

（身上変更の届出） 

  入居者又は家族は、入居者の身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、速やかに施

設長に届け出てください。 

 

 

１０．施設を退居していただく場合（契約の終了） 

契約の更新 

及び終了 

当施設では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のよう

な事由がない限り、継続してサービスを利用することができます。しかし、以下

のような事項に該当するに至った場合には契約は終了します。 

●ご契約者が他の介護保険施設に入居した場合 

●ご契約者が死亡した場合 

●要介護認定により入居者の心身の状況が自立と判定された場合 

●施設が解散命令を受けたり施設を閉鎖したりした場合 

●施設が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合 

●施設が災害等で事業が継続できないほどの甚大な被害を受けた場合 

●利用者から退去の申し出があった場合（詳細は下記①） 

●施設から退去の申し出を行った場合（詳細は下記②） 

①利用者からの 

契約解除の申し出 

契約の有効期間であっても、利用者から退去を申し出ることができます。その

場合は退居を希望する日の７日前までに届け出てください。ただし、以下の場

合においては、即時に契約を解約・解除し、施設を退居できるものとします。 

●介護保険給付対象外サービスの利用料金変更に同意できない場合 

●事業所の運営規定の変更に同意できない場合 

●ご契約者が入院された場合 

●ご契約者の「居宅サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合 

●施設や施設の職員が、正当な理由なく施設サービスを実施しない場合 

●施設や施設の職員が、守秘義務に違反した場合 

●施設や施設の職員が、利用者の身体、財産、信用等を傷つけるなどの不信
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行為により、その後の入居を継続しがたい事情があった場合 

●他の利用者がご契約者の身体、財産、信用等を傷つけた場合もしくは傷つ

ける恐れがある場合に、施設が適切な対応をとらない場合 

②施設からの 

契約解除の申し出 

以下の事項に該当する場合には、当施設から退去していただくことがありま

す。 

●利用にあたり、ご利用者の心身の状況や病歴、その他の重要事項につい

て、事業所に告げない、または虚偽の報告をしたことなどにより、その後の入

居を継続しがたい事情があった場合 

●サービス利用料金の支払いが６ヶ月以上遅延し、催促にもかかわらず支払

われない場合 

●利用者が、故意や過失等により施設や他利用者の生命や身体、財産、信用

等を傷つけるなどの不信行為により、その後の利用を継続しがたい事情を生じ

させた場合 

●利用者又は家族が、サービスの利用に関する指示等に従わないことなどに

より、要介護状態を悪化させたと認められる場合 

●利用者又は家族が、他の利用者、家族等もしくは施設又は職員に対する、

暴力、暴言、威嚇（口頭によるものも含む）、セクシャルハラスメント、モラルハ

ラスメント、及びそれらと相応又は同等の行為により、適切なサービス提供の

継続が困難であると判断できる場合 

●利用者又は家族等と施設の信頼関係に支障をきたし、その回復が困難で、

適切な―ビスの提供を継続できないと判断できる場合 

●重要事項説明やケアプラン作成に基づくサービスの提供を超える要求、ある

いは介護保険での契約を超える要求がありこれに応えることができない場合 

●やむを得ない事情により施設を縮小する場合 

 

 

１１．身元引受人 

身元引受人 

契約にあたっては、契約終了後の残置物の引き取り及び利用料金等の滞納が

あった場合に備えて、残置物の引き取り及び債務の保証人として、身元引受人

を定めていただきます。 

身元引受人の義

務 

身元引受人は、契約終了により施設から連絡があった場合には、連絡後２週

間以内に残置物をお引き取りください。また、利用料等の債務の保証人として

連帯保証人となっていただきます。 

 

 

１２．非常災害対策 

非常災害対策 
施設は、非常災害に備えて消防計画及び風水害、地震等の災害に対する指

針及び業務継続計画を作成し、その責任者を定め以下の措置を講じます。 
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①業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、職員教育を組織

的に浸透させていくために、定期的（年２回以上）に研修を実施します。 

②非常災害に備えるため、定期的に施設内の役割分担の確認を行い、避難、

救出その他必要な訓練を行います（年２回以上）。訓練の実施にあたっては、

地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 

③非常災害時に必要な備蓄品を揃えます。 

 

 

１３．身体拘束の禁止について 

身体拘束の禁止 

サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命または身体を保

護するため緊急やむを得ない場合の除き、身体的拘束その他利用者の行動を

制限する行為（以下「身体拘束等」）を行いません。 

「緊急やむを得な

い場合」の判断・

検討 

緊急やむを得ない場合とは、以下の要件をすべて満たす状態であるかどうか

を管理者、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等で協議、検討しま

す。職員が個人では判断しません。 

 ・当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性

が著しく高い場合（切迫性） 

 ・身体的拘束等を行う以外に代替えする介護方法がないこと（非代替性） 

 ・身体的拘束等が一時的であること（一時性） 

家族への説明 

緊急やむを得ない場合は、あらかじめ利用者の家族に身体的拘束等の内容、

目的、理由、拘束等の時間帯、期間等を詳細に説明し、同意を文書で得た場

合のみ、その条件と期間内においてのみ行うものとします。 

記録 
緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その様態及び時間、その際の利用

者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録します。 

拘束の解除 
適時、身体拘束解除に向けての評価を行い、継続の必要性がないと判断した

場合は速やかに解除を行います。 

身体拘束等の適

正化 

身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３ヶ月に１回以上開催

し、その結果の周知徹底を図ります。 

身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的及び新規採用時

に実施し、その内容について記録します。 

 

 

１４．緊急時・事故発生時の対応について 

緊急時・事故発生

時の対応 

サービス提供時に利用者の体調が急変した場合は緊急を要する場合、事故が

発生した場合には、速やかに市町村、家族や緊急連絡先（または契約書記載

の保証人）等に連絡するとともに、主治医への連絡を行うもしくは受診するなど

必要な措置を講じます。契約時に緊急連絡先をお伺いしますので正確にご記

載ください。 
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施設は、入居者の病状の急変等に備えるため、協力医療機関の協力を得て、

あらかじめ協力医による対応またはその他の方法による対応方針を別途定め

ます。 

施設は、協力医療機関の協力を得て、１年に１回以上、緊急時等における対

応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行

います。 

事故発生時におけ

る対応策の周知 

施設は、事故防止のための指針を整備します。 

事故が発生した場合またはそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当

該事実が報告されその分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備

します。 

事故発生の防止のための委員会を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて職員周知徹底を図ります。 

施設は、職員に対し、事故発生の防止及び発生時の対応に関する研修を定期

的及び新規採用時に実施し、その内容について記録します。 

記録と再発防止策 
施設は、事故の発生状況及び事故に際して採った対応について記録します。

また、事故の原因を解明し再発を防止するための対策を講じます。 

損害賠償 
施設はサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、利用者に対

し速やかに損害賠償を行います。 

 

 

１５．損害賠償について 

損害賠償 

施設の責任により利用者に損害が生じた場合には、事業所は速やかにその損

害を賠償します。ただし、損害の発生について、利用者に故意または過失が認

められた場合、利用者の置かれた心身の状況等を斟酌（考慮）し減額するのが

相当と認められた場合には、施設の損害賠償責任を減じさせていただきます。 

保険加入先 

施設（法人）は、事故等により利用者に損害を生じさせてしまった場合に備え、

下記の保険に加入しております。保険会社には必要時に利用者、ご家族の個

人情報を提供する場合がありますので予めご承知おきください。 

加入保険：しせつの損害補償 

保険会社：損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 

 

１６．虐待の防止について 

職員の研修 

及び 

発見時の対応等 

施設は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため、次の措置を講じます。 

①虐待を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも

に、その結果について職員に周知徹底を図ります。 

②施設における虐待防止のための指針を整備します。 

③虐待防止のための職員に対する研修を定期的に及び新規採用時に実施

し、その内容について記録します。 
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④施設職員または養護者（利用者の家族等高齢者を現に擁護する者）による

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報し

ます。 

担当者 当施設の虐待に関する担当者は、施設長とします。 

 

 

１７．協力医療機関 

協力医療機関 
（名称） 医療法人社団 いちえ会 洲本伊月病院 

（所在地） 洲本市桑間４２３ 

協力歯科医療機

関 

（名称）奥井歯科 

（所在地）洲本市本町１丁目４－１０ 

協力医療機関との

連携 

●利用中に医療を必要と認めた場合には、上記の医療機関において診療や

入院加療を受けることができます。ただし、優先的な治療や入院治療を義務付

けたり保証したりするものではありません。 

●施設は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ次の要件を満た

す協力医療機関を定めます。 

①利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

②施設からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保

していること。 

③利用者の病状が急変した場合等において、協力医療機関またはその他の

医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた場合、その利用者

の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

●施設は１年に１回以上、協力医療機関との間で利用者の病状が急変した場

合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け出ま

す。 

●施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第６

条第１７項に規定する第二種協定指定医療機関（「第二種協定指定医療機関」

という。）との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めます。 

 

 

１８．サービス提供の記録について 

記録の整備と開示

及び交付 

施設は、利用者に対しサービスの内容及びその他必要な記録を整備します。

利用者は、必要に応じてその記録の閲覧および複写物の交付を受けることが

できます。 

交付を希望される方は施設管理者までお問い合わせください。なお、開示請求

ができるのは ①ご本人、②身元引受人 です。開示の決定については管理

会議にて検討させていただきます。 

複写物の交付には別途料金がかかります。（１枚１０円） 
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１９．個人情報の取扱い・秘密保持について 

個人情報の取り扱

い 

当法人及び施設は、「個人情報の保護に関する法律」及び介護保険法、関連

諸法令に基づき、個人情報を適正に取り扱いします。個人情報を取り扱うにあ

たっては、その利用目的を明らかにし、あらかじめ入居者及びその家族からの

同意を得ます。ただし、法令基づく場合や生命、身体又は財産の保護のために

必要がある場合は例外とします。 

職員に対する契約 

当法人、施設の職員は、雇用期間中及び退職後も、正当な理由なく業務上知

り得た利用者または家族の秘密及び個人情報を漏らさないことは雇用契約時

に誓約しています。 

個人情報使用の

同意について 

個人情報の取扱いについては、別に定める「個人情報使用に係る同意書」に

おいて同意を得ることとします。 

個人情報取扱責

任者 

特別養護老人ホーム淡路ふくろうの郷 

施設長 狭間 孝 

 

 

２０．その他施設運営に関する重要事項 

（１）掲示 

 施設は、運営規定の概要、職員の勤務体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択

に資すると認められる重要事項について、当該施設内に備え付けいつでも閲覧することができる

ようにするほか、ウェブサイトに掲載・公表するものとします。 

（２）入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策の検討等 

 施設は、業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進

を図るため、入居者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会を定期的に開催します。 

（３）入居者に関する市町村への通知 

 施設は、入居者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に

通知します。 

 ●正当な理由なしに指定介護福祉サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護

状態の程度を増進させたと認められるとき。 

 ●偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。 

 

２１．提供するサービスの質の評価及び第三者評価の実施状況 

自己評価（質の評

価）の取り組み 

当施設では、自己評価の実施など、サービスの質の向上のための取り組みを

行っています。 

第三者評価の実

施状況 

実施の有無 あり 

実施した直近の年度 令和３年度 

実施した評価機関の名称 株式会社 H.R.コーポレーション 

評価結果の開示状況 あり 
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２２．相談・苦情の受付及び対応について 

施設の苦情相談

受付窓口 

施設は、提供したサービスに関する入居者からの苦情に迅速かつ適切に対応

するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置しま

す。 

〇受付時間 毎週月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

苦情受付担当

者 

副施設長兼生活援助係主任：加野 明宏 

障害者生活支援員：竹内 マリ子 

第三者委員 小坂 淳子・荒井 美穂子 

苦情解決責任

者 

施設長：狭間 孝 

苦情等の処理に

あたって 

●苦情の処理にあたっては、法人の苦情処理の手順に基づき必要な対応を行

います。 

●施設は、提供したサービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出

もしくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利

用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指

導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行いま

す。 

●施設は、提供したサービスに関する入居者からの苦情に関して国民健康保

険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から

指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行い

ます。 

行政機関その他

苦情受付機関 

苦情の内容、入居者の意向等で施設において解決できない場合には、第三者

委員と協議して入居者の立場にたって適切な対応を推進します。 

○兵庫県国民健

康保険団体連合

会  

 

所在地：神戸市中央区三宮町 1 丁目９番－１－１８０１号 

電話：（０７８）３３２－５６０１（代表） 

（０７８）３３２－５６１７（介護サービス苦情相談窓口） 

ＦＡＸ：（０７８）３３２－５６５０ 

〇洲本健康福祉

事務所 

 

所在地：洲本市塩屋２丁目４番５号 

電話：（０７９９）２６－２０５４ 

ＦＡＸ：（０７９９）２２－３３４５ 

○洲本市役所 

健康福祉部 

介護福祉課 

所在地：洲本市本町三丁目４番１０号 

電話：（０７９９）２２－９３３３ 

ＦＡＸ：（０７９９）２２－３３４５ 

〇南あわじ市役所 

市民福祉部 

長寿・保険課 

所在地：南あわじ市市善光寺２２番地１ 

電話：（０７９９）４３－５２１７ 

ＦＡＸ：（０７９９）４３－５３１７ 

〇淡路市役所 

健康福祉部 

長寿介護課 

所在地：淡路市生穂新島８番地 

電話：（０７９９）６４－２５１１ 

ＦＡＸ：（０７９９）６４－２５２９ 
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〇 所在地： 

電話： 

ＦＡＸ： 

 

 

２３．重要事項に記載されている内容が変更された場合、以下のとおり通知いたします。 

 （１）担当者の変更等、軽微なものは口頭でお知らせします。 

 （２）その他の内容については文書でお知らせします。 

 （３）制度改正等による大幅な変更は、文書でお知らせするとともに、場合によっては契約を更改さ

せていただきます。 

 

 

２４．協議事項 

 当施設の利用にあたり、本重要事項説明書及び利用契約書に定めのない事項につきましては、関

係法令に従い、利用者・家族・後見人・事業者が信義を持って誠実に協議した上で決定します。 
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（別紙）利用料金表 

 ①介護保険自己負担額（１日あたり） 

  ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額をお支払い

いただきます。利用者負担額については、「介護保険負担割合証」に記載された割合（１割・２割・

３割）に応じた利用者負担額がかかります。 

 【自己負担１割の場合】 

要介護度 要支援１ 要支援２ 

基本サービス費 ５，２９０円 ６，５６０円 

介護保険の給付額（９割） ４，７６１円 ５，９０４円 

利用者負担（１割） ５２９円 ６５６円 

 

 【自己負担２割の場合】 

要介護度 要支援１ 要支援２ 

基本サービス費 ５，２９０円 ６，５６０円 

介護保険の給付額（８割） ４，２３２円 ４，５９２円 

利用者負担（２割） １，０５８円 １，３１２円 

 

 【自己負担３割の場合】 

要介護度 要支援１ 要支援２ 

基本サービス費 ５，２９０円 ６，５６０円 

介護保険の給付額（７割） ３，７０３円 ５，４０４円 

利用者負担（３割） １，５８７円 １，９６８円 

 

※その他介護給付サービス費として、以下を算定させていただく場合があります。 

 下記負担額は１日あたりの料金です。 

費目 算定要件（抜粋） 
負担割合 

１割 ２割 ３割 

機能訓練体制加

算 

常勤専従の機能訓練指導員を配置し、個別機

能訓練 計画を作成した場合 
１２円 ２４円 ３６円 

看 護 体 制 加 算

（Ⅰ） 

常勤の看護師を 1 名以上配置している場合 
４円 ８円 １２円 

看 護 体 制 加 算

（Ⅱ） 

看護職員を２５人に対して１名以上配置し、看

護職員等と２４時間連絡体制を確保している場

合 

８円 １６円 ２４円 

夜勤職員配置加

算 （Ⅰ） 

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準に規

定する 夜勤を行う介護職員又は看護職員の

数に１を加えた数以上の数の介護職員又は看

護職員を配置している場合 

１３円 ２６円 ３９円 

療養食加算 別に定める療養食の提供が、管理栄養士によ ２３円 ４６円 ６９円 
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って管理されており、年齢、心身の状況により

適切な栄養 量及び内容の食事の提供が行わ

れている場合 

緊急短期入所受

入加算 

居宅サービス計画において計画的に行うことと

なっていない短期入所生活介護を緊急に行っ

た場合（７日を限度とする） 

９０円 １８０円 ２７０円 

サ ー ビ ス 提 供 体

制強化加算（Ⅰ） 

介護職員の総数のうち、介護福祉士が８０％以

上または勤続１０年以上の介護福祉士が３５％

以上である場 合 

２２円 ４４円 ６６円 

サ ー ビ ス 提 供 体

制強化加算（Ⅱ） 

介護職員の総数のうち、介護福祉士が５０％以

上または常勤職員が７５％以上または勤続７年

以上の職員が３０％以上である場合 

６円 １２円 １８円 

認知 症専門 ケア

加算 （Ⅰ） 

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の入

所者が５０％以上であり、認知症介護実践リー

ダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自

立度Ⅲ以上の者が２０名未満の場合は１名以

上、２０名以上の場合は１に当該対象者の数が

１９を超えて１０または端数を増すごとに１を加

えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを

実施した場合 

３円 ６円 ９円 

認知 症専門 ケア

加算 （Ⅱ） 

上記要件（認知症専門ケア加算Ⅰ）を満たし、

かつ、認知症介護指導者養成研修終了者を１

名以上配置し、全体の認知症ケアの指導等を

実施し、職員ごとの認知症ケアに関する研修計

画を作成し、実施した場合 

４円 ８円 １２円 

生活機能向上連

携加算 （Ⅰ） 

訪問・通所リハビリテーションを実施している事

業 所または医療提供施設の理学療法士等や

医師からの 助言を受けることができる体制を

構築し、助言を受 けた上で、機能訓練指導員

等が生活機能の向上を目 的とした個別機能訓

練計画を作成等した場合（１月につき）（３月に１

回を限度） 

１００円 ２００円 ３００円 

看 取 り 連 携 体 制

加算 

（１）看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）イ若しくはロを

算定していること （２）看護体制加算（Ⅰ）又は

（Ⅲ）イ若しくはロを算定しており、かつ、事業所

の看護職員又は病院、診療所、訪問看護ステ

ーション若しくは本体施設の看護職員との連携

により、 ２４時間連絡できる体制を確保してい

ること 上記（１）（２）いずれかに該当し、看取り

６４円 １２８円 １９２円 
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期における対応方針を定め、利用開始の際に

利用者又はその家族等に対して当 該対応方

針の内容を説明し同意を得た場合（死亡日及

び死亡日以前３０日以下について７日を限度） 

口腔連携強化加

算 

事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を

実施し、利用者の同意を得て、歯科医療機関

及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果

を情報提供した場合（１月に１回限り） 

５０円 １００円 １５０円 

生産性向上推進

体制加算（Ⅰ） 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）の要件を満た

し、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による

成果が確認されていること。見守り機器等のテ

クノロジーを複数導入し、職員間の適切な役割

分担の取組を行い、１年以内ごとに１回、業務

改善の取組による効果をデータ提供（オンライ

ン）を行った場合 （１月につき） 

１００円 ２００円 ３００円 

生産性向上推進

体制加算（Ⅱ） 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保

及び職員の負担 軽減に資する方策を検討す

るための委員会の開催、必要な安全対策を講

じた上で生産性ガイドラインに基づいた改善活

動 を継続的に行っていること。見守り機器等の

テクノロジーを １つ以上導入し、１年以内ごと

に 1 回、業務改善の取組による効果を示すデ

ータ提供（オンライン）を行った場合（１月につ

き） 

１０円 ２０円 ３０円 

介護職員等処遇

改 善加算（Ⅰ） 

厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施して

いるものとして兵庫県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所であること 

負担額⇒基本サービス費に適用加算を加えた単位数に１４％を乗じた金額 （１割

負担）  

※２割負担の方は算出した２倍の金額、３割負担の方は算出した３倍の金額 

※加算を適用する場合、加算が適用される月の前月の 15 日までに、加算する費目を通知させてい

ただきます。また、ご利用者の心身の状況等により、通知が事後になる場合があります。あらかじめ、

ご了承ください。 

 

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支

払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されま

す（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付 の申請を行うために必要となる事項を

記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変
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更します。 

 

☆ ご利用にあたって、本人の状態から自宅と施設との往復に伴う移動が困難な場合には、希望に

応じて送迎サービスを提供いたします。片道 1,840 円相当の送迎利用料は、 介護保険の給付対象

となっています（自己負担はその 1 割として 184 円となる）。  

ただし、島外に居住するなど、通常の送迎範囲を越える場合には、高速道路料金等を以下の金額を

自己負担として徴収いたします。  

１㎞あたり 30 円＋高速道路代実費＋特別サービス費 職員１名につき１時間１４００円 

 

☆ 契約者が介護保険料に未納がある場合には、自己負担額については上表と異なることがありま

す。 

 

 ②居住費（１日あたり） 

負担限度額認定の段階に応じた金額で居住費を算出します。 

利用者負担段

階 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階以上 

利用者負担額 ８８０円 ８８０円 １，３７０円 １，３７０円 ２，０６６円 

 

 ③食費（１日あたり） 

負担限度額認定の段階に応じた金額で食費を算出します。 

利用者負担段

階 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階以上 

利用者負担額 ３００円 ３９０円 ６５０円 １，３６０円 １，４４５円 

 

 ④その他の利用料金（利用料金の全額を利用者が負担する場合） 

費用項目 内容及び金額 

特別な食事の提

供 

ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。 

費用：特別な食事のために要した追加の費用 

利用・美容サービ

ス 

月１回、利用しまたは美容師の出張による理髪・美容サービス（調髪のみ）を利

用いただけます。 費用：実費 

日常生活用品 衣服、口腔ケア用品等ご契約者が必要とされる日常生活用品の購入及び費用

支払い代行を行います。  費用：代金の実費 

利用者個人で購

読する新聞、書籍

代 

実費 

電気使用料 
電気ポット、冷蔵庫 １日／２０円 

テレビ １日／１０円 

レクリエーション等 『ふくろう大学』と称した生涯学習の場を開講します。ご契約者の希望の講座に

参加していただけます。例）料理講座、書道講座、絵手紙講座等 
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費用：教材の実費 

長期連続利用に

ついて 

短期入所生活介護サービスは、一時的な引き受けを想定したサービスである

ため、連続して３０日を超えての利用は原則できないことになっています。この

ことから３１日目に介護保険からの給付が出ない自費日が発生します。 

その他 ご契約者の個別的な独自の希望に対しては、ご契約者やご家族等と相談の

上、可能な範囲で実施します。 費用：実費 

＜例＞ 

・通常の範囲を超えた付添など入院中の援助 

・個別の希望による外出、外泊援助 

・趣味嗜好品の買い物代行 
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重要事項説明同意書 

 

指定介護福祉サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。  

 

 

＜事業者＞ 

 所在地      兵庫県洲本市中川原町中川原字東山 28 番地１ 

 

            社会福祉法人ひょうご聴覚障害者福祉事業協会 

 名  称      指定介護老人福祉施設 淡路ふくろうの郷 

 

               理事長   小 林    泉      ㊞ 

 

説明者 職・氏名                     ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定介護福祉サービスの提供開始

に同意します。合わせて費用の支払いに関しても書面通りに支払う事を同意します。  

 

令和    年    月    日 

 

＜契約者＞ 

 

 住所 

  

 氏名                         ㊞ 

  

 

 

＜代理人＞ 

 

 住所 

 

氏名                         ㊞ 


